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規      則 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

 富山県警察職員に係る非違行為の報告に関する規則の一部を改正する規則を次の 

ように定め、公布する。 

  令和５年３月13日 

                    富山県公安委員会委員長 林 和夫 

富山県公安委員会規則第５号 

   富山県警察職員に係る非違行為の報告に関する規則の一部を改正する 

   規則 

毎週月.水.金曜日発行 
令和５年３月13日 

月 曜 日 
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 富山県警察職員に係る非違行為の報告に関する規則（平成13年富山県公安委員会 

規則第２号）の一部を次のように改正する。 

 題名を次のように改める。 

   富山県警察職員に係る規律違反の報告に関する規則 

 第１条中「警察法（昭和29年法律第 162号）第56条第３項各号のいずれか」を 

「地方公務員法（昭和25年法律第 261号）第29条第１項各号の一」に、「非違行為」 

を「規律違反」に改める。 

 第２条中「非違行為」を「規律違反」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和５年３月13日から施行する。 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

告      示 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

富山県告示第109号 

   指定介護予防サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第53条第１項の規定により、次のとおり指 

定介護予防サービス事業者を指定したので、同法第 115条の10の規定により公示す 

る。 

  令和５年３月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業所番号 1670202926 

指定年月日 令和５年３月１日 

申 請 者 名称 株式会社そよかぜ 

事 業 所 
所在地 高岡市赤祖父 166番地 

名称 ショートステイ想愛下関 

サービスの種類 介護予防短期入所生活介護 

 

事業所番号 1660290212 

指定年月日 令和５年３月１日 
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申 請 者 名称 株式会社そよかぜ 

事 業 所 
所在地 高岡市赤祖父 166番地 

名称 訪問看護事業所Ｌｕｎａ・Ｓｔａｔｉｏｎ下関 

サービスの種類 介護予防訪問看護 

 

 

富山県告示第110号 

   指定居宅サービス事業者の指定について 

 介護保険法（平成９年法律第 123号）第41条第１項の規定により、次のとおり指 

定居宅サービス事業者を指定したので、同法第78条第１号の規定により公示する。 

  令和５年３月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

事業所番号 1670202926 

指定年月日 令和５年３月１日 

申 請 者 名称 株式会社そよかぜ 

事 業 所 
所在地 高岡市赤祖父 166番地 

名称 ショートステイ想愛下関 

サービスの種類 短期入所生活介護 

 

事業所番号 1660290212 

指定年月日 令和５年３月１日 

申 請 者 名称 株式会社そよかぜ 

事 業 所 
所在地 高岡市赤祖父 166番地 

名称 訪問看護事業所Ｌｕｎａ・Ｓｔａｔｉｏｎ下関 

サービスの種類 訪問看護 
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富山県告示第111号 

      道路の区域変更について 

 次のとおり道路の区域を変更するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条

第１項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月13日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 

変  更 
前後別 記号 敷地の幅員 

メ ー ト ル      
延   長 
メートル 縦覧場所 

県道 
 
上滝山室線 

 
富山市上滝字陳林割 234
番１から 
 
富山市大山北新町 238番
33まで 
 

変更前 

 
 
 
 
 

最大 12.1 
 

最小  4.2 
149.3 

富山土木
センター 

変更後 

 
 
 
 
 

最大 12.6 
 
最小  8.5 

149.3 

 

 

富山県告示第112号 

   道路の供用開始について 

 次のとおり道路の供用を開始するので、道路法（昭和27年法律第 180号）第18条 

第２項の規定により公示する。 

 なお、関係図面は、富山県土木部道路課及び次の縦覧場所において３月13日から 

１箇月間一般の縦覧に供する。 

  令和５年３月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  
 

道路の種類 
及び路線名 

 
区    間 

 
供用開始の期日 縦覧場所 

県道 
 
上滝山室線 

 
富山市上滝字陳林割 234番１から 
 
富山市大山北新町 238番33まで 
 

令和５年３月13日 富山土木
センター 
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富山県告示第113号 

      県営土地改良事業計画に関する書類の縦覧について 

  土地改良法（昭和24年法律第 195号）第87条第１項の規定により県営湯上池地区 

土地改良事業計画を定めたので、同条第５項の規定により公告し、関係書類を次の 

とおり縦覧に供する。 

    令和５年３月13日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

１  縦覧に供すべき書類 

    県営湯上池地区土地改良事業計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    令和５年３月13日から 

    令和５年４月11日まで 

３  縦覧の場所 

  魚津市役所 

教示 

  １  この土地改良事業計画（以下「計画」という。）については、土地改良法第 

  87条第６項の規定に基づき、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に、 

  富山県知事に対して審査請求をすることができます。 

  ２  この計画については、上記の審査請求のほか、行政事件訴訟法（昭和37年法 

  律第 139号）第14条第１項の規定に基づき、この計画が定められたこと（１の 

  審査請求をした場合にあっては、当該審査請求に対する裁決があったこと）を 

  知った日の翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟におい 

  て富山県を代表する者は、富山県知事となります。）、この計画の取消しの訴 

  えを提起することができます。ただし、この計画が定められた日の翌日から起 

  算して１年を経過したときは、この計画の取消しの訴えを提起することができ 

  ません。 

 

 

富山県告示第114号 

      県営土地改良事業変更計画に関する書類の縦覧について 

  県営水橋石政地区土地改良事業変更計画を定めたので、土地改良法（昭和24年法 
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律第 195号）第88条第18項において準用する同法第87条第５項の規定により公告し、 

関係書類を次のとおり縦覧に供する。 

    令和５年３月13日 

                    富山県知事  新  田  八  朗  

１  縦覧に供すべき書類 

    県営水橋石政地区土地改良事業変更計画書の写し 

２  縦覧の期間 

    令和５年３月13日から 

    令和５年４月11日まで 

３  縦覧の場所 

    富山市役所 

教示 

  １  この土地改良事業変更計画に不服があるときは、縦覧の期間の満了の日の翌 

  日から起算して15日以内に、富山県知事に対して審査請求をすることができま 

  す。 

  ２  この土地改良事業変更計画に不服があるときは、土地改良法の規定により、 

  １の審査請求に対する裁決を経た場合に、当該裁決があったことを知った日の 

  翌日から起算して６箇月以内に、富山県を被告として（訴訟において富山県を 

  代表する者は、富山県知事となります。）、当該審査請求に対する裁決の取消 

  しの訴えのみ提起することができます。 

 

 

富山県選挙管理委員会告示第17号 

   公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の指定に    

   ついて 

 公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第 161条第１項第３号に規定する公職の候 

補者等が個人演説会等を開催することができる施設として次の施設を指定した旨、 

氷見市選挙管理委員会から報告があったので告示する。 

  令和５年３月13日 
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                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 堀  内  康  男  
 

施設の名称 所 在 地 

氷見市芸術文化館 氷見市幸町31番９号 

 

 

富山県選挙管理委員会告示第18号 

   公職の候補者等が個人演説会等を開催することができる施設の指定の    

   取消しについて 

 公職選挙法（昭和25年法律第 100号）第 161条第１項第３号に規定する公職の候 

補者等が個人演説会等を開催することができる施設として指定されていた次の施設 

について、指定を取消した旨、氷見市選挙管理委員会から報告があったので告示す 

る。 

  令和５年３月13日 

                  富山県選挙管理委員会 

                     委 員 長 堀  内  康  男  
 

施設の名称 所 在 地 

氷見市いきいき元気館 氷見市中央町12番21号 

 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

公      告 
∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨∨ 

都市計画の変更案の縦覧 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第21条第２項において準用する同法第18条 

第１項の規定により次のとおり都市計画を変更しようとするので、同法第21条第２ 

項において準用する同法第17条第１項の規定により公告し、当該都市計画の変更案 

を公衆の縦覧に供する。 

 なお、関係市町村の住民及び利害関係人は、縦覧期間満了の日までに、当該都市 

計画の変更案について、県に意見書を提出することができる。 

  令和５年３月13日 
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                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画の種類及び名称 

  （種類）富山高岡広域都市計画道路 

  （名称）３・３・ 401号 高岡伏木線 

３・４・ 415号 伏木中央線 

３・６・ 425号 伏木線 

２ 都市計画を変更する土地の区域 

 ⑴ 変更する部分 

   高岡市清水町一丁目、清水町二丁目、清水町三丁目、南幸町、白金町、江尻、 

  米島、城光寺、伏木矢田、伏木一丁目、伏木古国府、伏木錦町、伏木湊町、伏 

  木中央町の各一部 

 ⑵ 削除する部分 

   高岡市伏木本町、伏木国分一丁目、伏木国分二丁目の各一部 

   ただし、別紙図面表示のとおり。 

３ 都市計画の変更案の縦覧の期間及び場所 

 ⑴ 期間 

   令和５年３月13日から令和５年３月27日まで 

 ⑵ 場所 

   富山県土木部都市計画課 

   高岡市都市創造部都市計画課 

 （「別紙図面」は、省略し、３の⑵に掲げる縦覧場所に備え置いて縦覧に供する｡) 

 

 

都市計画事業の施行 

 富山高岡広域都市計画道路事業の施行について、都市計画法（昭和43年法律第 

 100号）第66条の規定により次のとおり公告する。 

  令和５年３月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画事業の種類及び名称 
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  富山高岡広域都市計画道路事業 

  ３・５・ 232号 大泉線 

２ 施行者の名称 

  富山県 

３ 事務所の所在地 

  富山市新総曲輪１番７号 富山県土木部都市計画課 

  富山市舟橋北町１番11号 富山県富山土木センター 

４ 事業地の所在 

  収用の部分 富山県富山市本郷新、本郷新字宮前割、本郷町、本郷町字水懸割 

        及び本郷町字万年割 地内 

  使用の部分 なし 

 

 

都市計画事業の施行 

 黒部都市計画道路事業の施行について、都市計画法（昭和43年法律第 100号）第 

66条の規定により次のとおり公告する。 

  令和５年３月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  黒部都市計画道路事業 

  ３・４・１号 三日市・新光寺線 

  ３・４・11号 黒部・宇奈月線 

２ 施行者の名称 

  富山県 

３ 事務所の所在地 

  富山市新総曲輪１番７号  富山県土木部都市計画課 

  下新川郡入善町上野 11473 富山県新川土木センター入善土木事務所 

４ 事業地の所在 

  収用の部分 富山県黒部市三日市字桜枝 地内 
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  使用の部分 なし 

 

 

条件付き一般競争入札の実施 

 次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令（昭和22年政令 

第16号）第 167条の６第１項の規定に基づき、条件付き一般競争入札の実施につい 

て、この公告により、公告します。 

  令和５年３月13日 

                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 入札に付する事項 
 

 入札番号 
（案件番号） 

第 1811707号 

委託業務の名称 西部工業用水道事業発注者支援業務委託 
 

業務目的 富山県企業局における西部工業用水道事業に関する令和５年度
の積算技術業務、工事監督支援業務、調査資料作成支援業務を
行うことにより、発注者における西部工業用水道事業の円滑化
を図ることを目的とする。 

業務の内容 以下に掲げる内容を行うものである。 
なお、本業務は履行期間内において、業務工事毎（以下「個別   

 業務」という。）に調査職員の指示により協議・打合せの上実 
施するものであり、指示は発注者から受注者に対して履行期限
を付して行われるものである。 
また、発注者受注者間の指示及び承諾行為は受注者の管理技術
者に対して行うため、実施する担当技術者は管理技術者の管理
下において作業を行うものである。 
 ⑴ 積算技術 
   予定業務件数は、当初設計８件、変更設計16件を予定し 
  ている。 
 ⑵ 工事監督支援業務 

    予定業務期間は、延べ75ケ月を予定している。 
 ⑶ 調査資料作成支援業務 
   各種問合せに対応した現場確認及び技術資料作成を予定 
  している。 

業務の実施方針
に関する提案 

業務実施の具体的な方法、業務の質の確保の方法等について、
業務全般に係る質の向上の観点から取り組むべき事項等に関
し、創意工夫を発揮し、公共サービスの質の向上に努めるため
の提案を行うこと。 

技術提案 評価テーマ（担当技術者及び管理技術者の積算技術業務、工事 
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 監督支援業務、調査資料作成支援業務を適切に遂行するための
具体的な工夫及び体制）について、留意点を踏まえ、創意工夫
を発揮し、公共サービスの質の向上に努めるための、技術提案
を行うこと。 

履行期間 契約を締結した日の翌日から令和６年３月29日まで 

成果品 本業務により提出される成果品は以下のものであるが、その内
容において、誤字・脱字、計算間違い、適用基準の間違い、入
力間違い等に十分留意すること。 
 ⑴ 積算技術 
   工事発注図面及び数量総括表（数量計算書） １式 
   積算資料 １式 

    積算データ（記録媒体ＣＤ等） 
   打合せ記録簿 
 ⑵ 工事監督支援業務 
   共通仕様書のとおり 
 ⑶ 調査資料作成支援業務 
   調査職員が指示した資料 

総合評価方式 価格以外の要素と入札価格を総合的に評価して落札者を決定す
る総合評価方式 
（技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提
案の評価項目に「履行確実性」を含めて技術評価を行う。） 

調査基準価格 有 

その他 議会により当事業の予算が否決された場合は入札を中止しま 
す。 

２ 入札に参加する者に必要な資格（以下「入札参加資格」という。）      

 ⑴ 入札に参加する者（以下「入札参加者」という。）は、次に掲げる条件のす 

  べてを満たす者であること。なお、入札参加資格の確認は、入札参加資格の確 

  認の申請の期限の日（以下「申請期限日」という。）現在の事実（ただし、⑴ 

  オの条件のみ令和５年４月１日現在の事実）をもって行うものとする。 

   ただし、同日において当該条件のすべてを満たしている者であっても、開札 

  の日時までの間に当該条件を満たさなくなった場合は、入札に参加することが 

  できず、既に入札書を提出しているときは、当該者の入札は無効とする。 

  ア 地方自治法施行令第 167条の４の規定に該当しない者であること。 

  イ 申請期限日から当該委託業務の開札の日までの間において、富山県から富 

   山県建設工事等指名停止要領に基づく指名停止を受けていない者であること。 

  ウ 会社更生法（平成14年法律第 154号）第17条の規定により更生手続開始の 

   申立てがなされている者又は民事再生法（平成11年法律第 225号）第21条の 
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   規定により再生手続開始の申立てがなされている者（これらの者のうち、再 

   度の競争入札参加資格の認定を受けたものを除く。）でないこと。 

  エ ３⑵に掲げる申請書等を提出していること。 

  オ 富山県における令和５・６年度入札参加資格者名簿（測量・地質調査、土 

   木コンサルタント、補償コンサルタント）（以下「資格者名簿」という。） 

   の土木関係建設コンサルタント業務に登載されていること。 

 ⑵ 中立公平性に関する要件 

   入札参加者は、次の要件のすべてを満たしていること。 

  ア 本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発注工事に参加してい 

   る者及びその発注工事に参加している者と資本面・人事面で関係がある者で 

   ないこと。 

  イ 本業務の配置予定技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・人事 

   面で関係のある者が、本業務の履行期間中に工期がある当該業務発注者の発 

   注工事に参加していないこと。 

  （注）  

   １ 発注工事に参加とは、当該工事を受注していること、当該工事の下請け 

    （測量、地質調査業務も含む。）をしていることをいう。ただし、本業務 

    の契約日までに下請け契約が終了している場合を除く。 

   ２ 資本面・人事面で関係があるとは、次の 又は に該当するものをいう。 

     一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の 100分の50を超える 

     株式を有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をしている 

     場合。 

     一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有する 

     役員を兼ねている場合。 

 ⑶ 業務実施体制に関する要件 

   入札参加者は、次の要件のすべてを満たしていること。 

  ア 富山県内に業務拠点（配置予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うと 

   ころ。）を有するものであること。 

  イ 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。 
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  ウ 業務の分担構成が不明確又は不自然でないこと。 

 ⑷ 業務実績に関する要件 

   入札参加者は、平成25年度以降に完了した以下に示す業務（令和４年度完了 

  予定も対象に含む。）について、１件以上の実績を有すること。 

  ・業務：国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法人、又は大規模な 

  土木工事を行う公益民間企業が発注した発注者支援業務（注）、ＣＭ業務、Ｐ 

  ＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計業務、調査検討・計画策定業務、 

  管理施設調査・運用・点検業務、測量業務、地質調査業務。 

  （注）発注者支援業務とは、積算技術業務、工事監督支援業務等に該当する業 

    務をいう。 

 ⑸ 配置予定管理技術者に関する要件 

   入札参加者は、申請期限日までに、次の要件を満たす配置予定管理技術者を 

  確保できること。 

  ア 以下のいずれかの資格等を有すること。 

   ・技術士（総合技術監理部門－建設又は上下水道、建設部門又は上下水道部 

   門） 

   ・一級土木施工管理技士 

   ・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者又は土木学会１級 

   土木技術者 

   ・（一社）全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）、公共 

   工事品質確保技術者（Ⅱ）又は発注者が認めた同等の資格を有する者（注１） 

   ・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（注２）(技術士部門と同 

   様の部門に限る。） 

   （注１）「発注者が認めた同等の資格を有する者」とは、中部地方における 

     「施工体制の確保に関する推進協議会」が認定した発注者支援技術者 

     （土木）Ⅰ種又はⅡ種をいう。 

   （注２）「ＲＣＣＭと同等の能力を有する者」とは、ＲＣＣＭ試験に合格し 

     ているが転職等により登録ができない立場にいる者。 

  イ 同種又は類似業務の実績を有すること。 
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    平成25年度以降に完了した以下に示す同種又は類似業務（令和４年度完了 

   予定も対象に含む）において、１件以上の実績を有すること。 

    業務実績には、平成25年度以降に元請として同種又は類似業務に従事した 

   経験のほか、出向又は派遣、再委託を受けて行った業務実績も同種又は類似 

   業務として認める（ただし、照査技術者として従事した業務は除く）。また、 

   発注者として従事した同種又は類似業務の経験も実績として認める。 

   （注１）同種業務とは、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法 

      人、又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注した土木工事に 

      関する発注者支援業務（類する業務を含む。）をいう。 

   （注２）類似業務とは、国、特殊法人等、地方公共団体、地方公社、公益法 

      人又は大規模な土木工事を行う公益民間企業が発注したＣＭ業務、Ｐ 

      ＦＩ事業技術アドバイザリー業務、土木設計における概略･予備･詳細 

      設計業務、土木工事における監理技術者又は主任技術者の業務をいう。 

  ウ 本業務の履行期間中（契約日から業務完了まで）に、本業務の受注者と直 

   接的雇用関係があること。 

 ⑹ 配置予定担当技術者に対する要件 

   入札参加者は、申請期限日までに、次の要件を満たす配置予定担当技術者を 

  確保できること。  

  ア 以下のいずれかの資格等を有すること。 

   ・技術士（総合技術監理部門－建設又は上下水道、建設部門又は上下水道部 

   門）、技術士補（建設部門又は上下水道部門）   

   ・一級土木施工管理技士又は二級土木施工管理技士 

   ・土木学会特別上級土木技術者、土木学会上級土木技術者、土木学会１級土 

   木技術者又は土木学会２級土木技術者 

   ・（一社）全日本建設技術協会による公共工事品質確保技術者（Ⅰ）、公共 

   工事品質確保技術者(Ⅱ)又は発注者が認めた同等の資格を有する者 

   ・ＲＣＣＭ又はＲＣＣＭと同等の能力を有する者（技術士部門と同様の部門 

   に限る） 

   ・配置予定管理技術者に必要とされる同種又は類似業務の実績と同様の実務 
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   経験が１年以上の者（注１） 

   ・河川、道路、上水道及び工業用水道関係の技術的行政経験（注２）を５年 

   以上有する者 

   （注１）複数年契約の場合であって、業務が完了していない場合も、１年以 

      上従事していれば実務経験を有するものとして判断する。 

   （注２）技術的行政経験とは、国、都道府県、政令市、中核市、特殊法人等 

      で職員として従事したことを言う。 

３ 入札参加資格の確認  

 ⑴ 入札参加者は、入札参加資格確認申請書及び資料（以下「申請書等」という。） 

  を提出し、入札に参加する資格の確認を受けなければならない。 

   なお、入札に参加する資格がないと認められた者は、入札に参加することが 

  できない。 

 ⑵ 申請書等は、次のとおりとする。 
 

入札参加資格確認申請書 様式－１ 

企業の業務実績 様式－２ 

予定管理技術者の経歴等 様式－３ 

予定管理技術者の同種又は類似業務実績 様式－４ 

富山県内に所在している業務拠点 様式－５ 

業務実施体制 様式－６ 

業務の実施方針 様式－７ 

技術提案 様式－８ 

予定担当技術者の同種又は類似業務実績 様式－９ 

中立公平性を確保していることを示す誓約書 様式－10 

 ⑶ 申請書等の様式は、12で定める担当部署及び富山県のホームページ「入札情 

  報（工事・測量・コンサル）」（下記 URL）（以下「ホームページ」という。） 

  で配付するものとする。 

  https://www.pref.toyama.jp/sangyou/nyuusatsu/jouhou/kouji/joho.html 

 ⑷ 申請書等の提出期間は、11で定める期間とする。 
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 ⑸ 申請書等の提出場所は、12で定める担当部署とする。 

 ⑹ 入札参加資格の確認の結果は、11で定める日までに申請者に通知する。 

４ 入札参加資格がないとされた者の理由の説明の要求 

 ⑴ 入札参加資格がない旨の通知を受けた者は、入札参加資格がないとされた理 

  由について説明を求めることができる。 

 ⑵ ⑴の理由の説明の要求は、説明を求める理由を記載した文書を受付期間の締 

  切日までに持参することにより行うものとし、次のとおり受け付けるものとす 

  る。 

  ア 受付期間は、11で定める期間とする。 

  イ 受付場所は、11で定める場所とする。 

 ⑶ 理由の説明の要求に対する回答は、説明を求めた者に対し、11で定める日ま 

  でに文書により行うものとする。 

５ 公告に関する質問等 

 ⑴ 公告の記載内容についての質問は、質問内容を記載した書類を郵送又はＦＡ 

  Ｘ若しくは持参する（受付期間の締切日までに必着）ことにより行うものとし、 

  次のとおり受け付けるものとする。 

  ア 受付期間は、11で定める期間とする。 

  イ 受付場所は、11で定める場所とする。 

 ⑵ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書で行うものとする。 

 ⑶ 質問及び当該質問に対する回答については、11で定める方法により、公表す 

  る。 

６ 設計図書等の配付及び質問等 

 ⑴ 11に定める方法により設計図書等を配付するものとする。 

 ⑵ 設計図書等に関する質問は、質問内容を記載した文書を郵送又はＦＡＸ若し 

  くは持参する（受付期間の締切日までに必着）方法により行うものとし、次の 

  とおり受け付けるものとする。 

  ア 受付期間は、11に定める期間とする。 

  イ 受付場所は、11に定める場所とする。 

 ⑶ 質問に対する回答は、質問者に対し、文書により行うものとする。 
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 ⑷ 設計図書等に関する質問及び当該質問に対する回答については、11に定める 

  方法により、公表する。 

７ 総合評価方式に関する事項 

 ⑴ 落札者を決定するための基準 

   落札者の決定は、総合評価方式により行うものとする。 

   入札参加者は、価格及び申請書等をもって入札をし、次の要件に該当する者 

  のうち、⑵の総合評価の評価方法によって得られた数値（以下「評価値」とい 

  う。）の最も高い者を落札者とする。 

   ・入札価格が予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計 

   図書に基づき算出するものとする。ただし、落札者となるべき者の入札価格 

   によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ 

   があると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の 

   秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき 

   は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が 

   最も高い者を落札者とすることがある。 

   上記において、評価値の最も高い者が２人以上あるときは、該当者にくじを 

  引かせて落札者を決める。 

 ⑵ 総合評価の評価方法 

  ア 評価値の算出方法 

    評価値の算出方法は、以下のとおりとする。 

     評価値＝価格評価点＋技術評価点 

  イ 価格評価点の算出方法 

    価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

     価格評価点＝（価格評価点の満点）×（１－入札価格／予定価格） 

     価格評価点の満点は３０点とする。 

     ※価格評価点は、小数第五位で切り捨て、小数第四位止めとする。 

  ウ 技術評価点の算出方法 

    申請書等の内容に応じ、下記 、 、 、 の評価項目毎に評価を行い、 

   技術評価点を与える。 
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    なお、技術評価点の満点は60点とする。 

   予定技術者の経験及び能力 

   実施方針 

   技術提案 

   技術提案等の履行確実性 

    技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。 

     技術評価点＝（技術評価点の満点）×（技術評価の得点合計÷技術評価 

           の配点合計） 

     技術評価の得点合計＝（ に係る評価点）＋（技術提案評価点）×（  

               の評価に基づく履行確実性度） 

     技術提案評価点＝（ に係る評価点）＋（ に係る評価点） 

     ※技術評価点は、小数第五位で切り捨て、小数第四位止めとする。 

８ 入札期間等 

 ⑴ 入札及び開札の日時は、11で定める日時とする。 

 ⑵ 開札の場所は、11で定める場所とする。 

 ⑶ 入札保証金は、免除する。 

 ⑷ 契約保証金に関する事項は、入札説明書による。 

９ 入札の無効 

  この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載を 

 した者のした入札及び入札説明書において示した無効の入札の条項に該当する入 

 札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取 

 り消す。 

10 その他 

 ⑴ 本業務を受注した者及び本業務を受注した者と資本面・人事面で関係がある 

  者は業務履行期間中に工期のある当該業務発注者の発注工事に参加してはなら 

  ない。また、本業務の担当技術者の出向・派遣元及び出向・派遣元と資本面・ 

  人事面で関係のある者は、業務履行期間中に工期のある当該業務発注者の発注 

  工事に参加してはならない。 

  （注１）発注工事に参加とは、当該工事の入札に参加すること、当該工事の下 
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     請け（測量、地質調査業務も含む。）としての参加をいう。 

  （注２）資本面・人事面で関係があるとは、次のア又はイに該当するものをい 

     う。 

     ア 一方の会社等が他方の会社等の発行済株式総数の 100分の50を超え 

      る株式を保有し、又はその出資の総額の 100分の50を超える出資をし 

      ている場合。 

     イ 一方の会社等の代表権を有する役員が他方の会社等の代表権を有す 

      る役員を兼ねている場合。 

 ⑵ 本業務にかかる開札は、落札決定を保留した上で行うものであり、落札決定 

  及び契約締結は、令和５年４月28日以降を予定している。 

 ⑶ 履行確実性を評価するために、技術提案に関するヒアリングとは別に、履行 

  確実性に関するヒアリングを実施するとともに、技術提案書とは別に、開札後、 

  履行確実性の審査のための追加資料の提出を求める場合がある。 

11 入札手続き及び日程 

  入札手続き及び日程については、次のとおりとする。 
 

入札手続き 期間（注１） 方法 

入札公告・入札説明書・設計書・ 
申請書等の様式の配付 

令和５年３月13日から 
 

担当部署及びホー
ムページで配付 

申請書等の受付 
令和５年３月14日から 
令和５年３月27日まで 

担当部署に持参 

入札公告・入札説明書に関する質
問の受付 

令和５年３月13日から 
令和５年３月24日まで 

担当部署に郵送又
はＦＡＸ若しくは
持参 

入札公告・入札説明書に関する質
問の回答 

質問を受理した日から 
５日以内（注２） 

郵送又はＦＡＸで
回答 

入札公告・入札説明書に関する質
問と回答の閲覧 

質問に回答した日から 
令和５年４月24日まで 

担当部署で閲覧 

設計図書等に関する質問の受付 
令和５年３月13日から 
令和５年４月20日まで 

担当部署に郵送又
はＦＡＸ若しくは
持参 

設計図書等に関する質問の回答 
質問を受理した日から 
５日以内（注２）（注
３） 

郵送又はＦＡＸで
回答 

設計図書等に関する質問回答の閲
覧 

質問に回答した日から 
令和５年４月24日まで 

担当部署で閲覧 

入札参加資格の確認通知書の発行 令和５年４月12日まで 担当部署から郵送 
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入札参加資格が無いとされた者の
理由の説明の要求 

確認通知書を受け取っ 
た日から３日以内（注 
２） 

担当部署に持参 

理由の説明の要求に対する回答 
要求を受理した日から
２日以内（注２） 

文書により回答 

入札及び開札（注４） 
令和５年４月25日 
午後１時10分から 

入札書を担当部署
に持参、開札を担
当部署で実施 

 （注） 

  １ 持参、郵送又はＦＡＸにより提出する書類は、富山県の休日を定める条例 

   （平成元年富山県条例第１号）第１条第１項に規定する県の休日（以下「休 

   日」という。）を除く午前８時30分から午後５時15分まで（持参の場合は正 

   午から午後１時までの時間を除く。）に担当部署に必着すること。 

  ２ 休日を除く。 

  ３ ただし、令和５年４月18日から令和５年４月20日までに受理した質問につ 

   いては令和５年４月24日までに回答する。 

  ４ 総合評価方式のため、開札の日時と落札者を決定する日時とは異なること 

   がある。 

12 担当部署 

  入札手続きに係る提出及び受付場所は、担当部署である富山県企業局経営管理 

 課管財係（〒930-0094 富山市安住町２番14号（北日本スクエア北館10階）電話 

 076-444-2139 FAX 076-444-2154）とする。 

  その他不明な点についても、この担当部署に問い合わせること。 

 

 

落札者等の公示 

  地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政 

令第 372号。以下「特例政令」という。）第12条及び富山県の物品等又は特定役務 

の調達手続の特例を定める規則（平成７年富山県規則第68号）第13条の規定により 

次のとおり公示する。 

    令和５年３月13日 
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                    富山県知事 新  田  八  朗  

１ 落札に係る物品等の名称及び数量 

    富山県警察基幹サーバ 一式 

２ 契約に関する事務を担当する室課の名称及び所在地 

    富山県警察本部警務部会計課 富山市新総曲輪１番７号 

３ 落札者を決定した日 

    令和５年１月30日 

４ 落札者の氏名及び住所 

    北電情報システムサービス株式会社  

  富山市桜橋通り３番１号 

５ 落札金額 

     197,934,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

    一般競争入札 

７  特例政令第６条の公告を行った日 

  令和４年12月16日 
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  令和５年３月13日印刷発行 

           発 行  富    山    県 

                       富山県富山市新総曲輪１番７号    

                       電話富山 076―444―3153番 


